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Ⅰ 実施計画の基本的な考え方 

１ 本市の現状と重層的支援体制整備事業移行準備事業 

本市では、高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉、生活困窮それぞれの分野において、地域での支え

合いの仕組みや相談支援の充実に取り組んでいます。しかし本市においても、複合化・複雑化した課

題を抱える世帯の相談は少なくなく、分野ごとまたは福祉の既存の制度を超えた予防的な対応が必

要となってきています。こうした現状に対応するため、本市では、令和５年度に重層的支援体制整備事

業移行準備事業を実施し、分野横断的な取組についての検討や準備を進め、令和６年度から重層的

支援体制整備事業を実施します。 

重層的支援体制整備事業を実施することで、これまで分野ごとに実施していた事業の補助金を、重

層的支援体制整備事業交付金として一括で交付を受けることになり、一体的な事業の実施が可能と

なります。 

２ 重層的支援体制整備事業実施計画の策定について 

（１） 計画の位置づけ及び各種計画との関連 

本計画は、社会福祉法（以下「法」という。）第 106条の５の規定に基づく重層的支援体制整備

事業実施計画です。また、重層的支援体制整備事業は、属性を問わず分野横断的な支援を行うも

のであることから、地域福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障がい者福祉基本計画、

障がい福祉計画、障がい児福祉計画、子育て応援プランとの整合性を図ります。 
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（２） 計画期間 

  地域福祉計画との関連性を踏まえ、本計画期間を２年間とし、令和６年度から令和７年度の 2年

間を計画期間とします。令和８年度以降は、地域福祉計画に包含する形で策定します。 
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Ⅱ 袖ケ浦市における重層的支援体制整備事業       

１ 実施体制 

重層的支援体制整備事業は、後述する各事業を一体的に実施することで、課題を抱える地域住民

及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために、必要な環境を

一体的かつ重層的に整備する事業です。本市では、以下のようなイメージで実施します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  個別支援においては、それぞれの分野だけではスムーズに進まないケースにおいて、重層的支援体

制整備事業を活用することで世帯全体の課題の解決を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

各相談窓口における相談対応件数は年々増加しています。上記フロー図のように体制を整備し、

スムーズに対応します。 



4 

 

 

資料 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「重層的支援体制整備事業に関わることになった人に向けたガイドブック」 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

重層的支援体制整備事業の実施により、さまざまな課題を抱えた世帯に対して包括的に支援すること

ができるようになります。 
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２ 実施する事業 

本市では、法第 106条の 4第 2項に規定のある各事業を下表のとおり一体的に実施します。 

相談支援 

事業名 所管課 

地域包括支援センターの運営 

（介護保険法第１１５条の４５第２項第１～３号） 

福祉部 

高齢者支援課 

障害者相談支援事業 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する 

ための法律第７７条第１項第３号） 

福祉部 

障がい者支援課 

利用者支援事業 

（子ども・子育て支援法第５９条第１号） 

市民子育て部 

子育て支援課 

生活困窮者自立相談支援事業 

（生活困窮者自立支援法第３条第２項各号） 

福祉部 

地域福祉課 

 

地域づくり 

事業名 所管課 

地域介護予防活動支援事業 

（介護保険法第１１５条の４５第１項第２号） 福祉部 

高齢者支援課 生活支援体制整備事業 

（介護保険法第１１５条の４５第２項第５号） 

地域活動支援センター機能強化事業 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する 

ための法律第７７条第１項第９号） 

福祉部 

障がい者支援課 

地域子育て支援拠点事業 

（子ども・子育て支援法第５９条第９号） 

市民子育て部 

保育幼稚園課 

生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

 

福祉部 

地域福祉課 

 

新たな機能 

事業名 所管課 

参加支援事業 
福祉部 

地域福祉課 
多機関協働事業 

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
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なお、相談支援や地域づくり事業の実施体制や拠点については、「基本型」・「統合型」・「地域型」に

類型化されますが、本市においては、既存のものを生かし、「基本型」として実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）相談支援 

包括的相談支援の取組は、既存事業を活かし、各分野の相談窓口の垣根を低くしてスムーズに連携

することで複合化、複雑化した課題を有する世帯に対し相談支援を行います。 

いずれの窓口にもあたらないような相談は、地域福祉課（自立相談支援室（愛称：そでさぽ））で対応

します。 

【相談支援機関】 

①地域包括支援センターの運営 

    箇所数：３か所 

（高齢者支援課、長浦地区地域包括支援センター、平川地区地域包括支援センター） 

    形  態：直営・委託 

    ※令和７年度に昭和・根形地区地域包括支援センターを開所予定であり、４か所となる見込み。 

  ②障害者相談支援事業 

    箇所数：１か所（障害者相談支援事業所・基幹相談支援センター「えがお袖ケ浦」） 

    形  態：委託 

  ③利用者支援事業 

    箇所数：１か所（（仮称）こども家庭センター） 

    形  態：直営 

  ④生活困窮者自立支援事業 

    箇所数：１か所（自立相談支援室「そでさぽ」） 

    形  態：直営 
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（２）地域づくり 

地域づくりの取組は、各分野の既存の取組等を活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる場や居

場所を整備するとともに、地域における資源の開発やネットワークの構築、支援ニーズと取組のマッチン

グ等により地域における多様な主体による取組をコーディネートします。 

①地域介護予防活動支援事業 

  箇所数：１か所 

  形  態：直営 

  ※なお、当該事業内において「袖ケ浦いきいき百歳体操」については各地域包括支援センターへ

委託。 

  ②生活支援体制整備事業 

    箇所数：１か所 

    形  態：委託（袖ケ浦市社会福祉協議会） 

    ③地域活動支援センター機能強化事業 

    箇所数：１か所 

    形  態：委託（社会医療法人社団さつき会 ケアセンターさつき） 

    ④地域子育て支援拠点事業 

    箇所数：６か所 

    形  態：公立１か所、私立５か所 

  ⑤生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

    箇所数：１か所 

    形  態：委託（袖ケ浦市社会福祉協議会） 

 

（３）新たな機能 

●参加支援 

参加支援の取組は、既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応

するため、本人やその世帯の支援ニーズと地域の社会資源との間の調整を行うことで、多様な社会

参加の実現を目指す取組です。相談受付、プラン作成、支援メニュー作成、社会資源とのマッチン

グ、フォローアップ等を地域福祉課（袖ケ浦市社会福祉協議会へ委託）にて実施します。 
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●多機関協働 

多機関協働の取組は、複合化・複雑化した事例に対応する支援機関の抱える課題の把握や、各    

支援機関の役割分担、支援の方向性の整理といった事例全体の調整機能の役割を果たすもので

す。主に支援者を支援する取組であり、地域福祉課（自立相談支援室「そでさぽ」）にて実施します。 

実施方法としては、複合化・複雑化した課題を有する世帯に対し支援機関等による役割分担を

行うことが望ましい事例について、支援機関等から相談を受け付けます。その後、多機関協働事業

者である地域福祉課（自立相談支援室「そでさぽ」）は原則本人から利用申込（本人同意）を受

け、その世帯の状態を把握し支援機関の役割分担や支援の目標・方向性を整理したプランを作成

します。プランの作成に当たっては、後述する重層的支援会議において十分検討を行い、支援を実

施します。 

 

重層的支援会議 

重層的支援会議は、対象者から個人情報を共有することに同意が得られた場合に開催し、多

機関協働事業者である地域福祉課（自立相談支援室「そでさぽ」）が主催します。また、重層的

支援体制整備事業が適切かつ円滑に実施されるため、プランの適正性の協議、プラン終結時等

の評価、社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討といった３つの役割を果たします。 

プラン策定時、再プラン策定時（本人や世帯の状況が変化し再度プランを策定する必要があ

るとき）、支援終結の判断時、支援中断の決定時において開催します。 

会議の開催については、月１回開催している生活困窮分野における支援調整会議を活用しま

すが、必要に応じて随時開催します。 

 

 

支援会議 

重層的支援体制整備事業を効果的に実施するためには、多職種による連携や多機関の協働

が重要な基礎となるものの、事例によっては対象者の同意が得られず、適切な情報共有が進ま

ないことから役割分担も難しくなることがあります。 

また、予防的・早期の支援体制の検討を進めることが求められるにも関わらず、本人同意が得

られないことで支援の体制整備が進まない場合もあります。 

そのため、法第１０６条の６の規定に基づき会議の構成員に対し守秘義務を課した支援会議を

必要に応じて随時実施し、支援体制に関する検討を行います。 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 厚生労働省 令和 3年度重層的支援体制整備事業に係る人材養成研修「21.多機関協働事業と重層的支援会議の考え方」 

 

●アウトリーチ等を通じた継続的支援 

アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組は、長期にわたりひきこもりの状態にあるなど、複合

化・複雑化した課題を抱えながらも必要な支援が届いていない人に支援を届けるものです。本人と

関わるための信頼関係の構築や、本人とのつながりの形成に向けた支援を地域福祉課（自立相談

支援室「そでさぽ」）にて実施します。 
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（４）目指す姿（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、重層的支援体制整備事業を活かし、子どもから高齢者、障がい者、生活困窮者等、誰も

が住み慣れた地域で、その人らしく安心して暮らし続けることができるよう、市民や地域で活動する団

体、関係機関等やさまざまな分野と連携し、「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心

で充実した生活をおくれるまちづくり（袖ケ浦市地域福祉計画の基本理念）」を目指します。 

 

【令和６年度以降の目標値】 

成果指標 令和６年度 令和７年度 

多機関協働事業の延べ対応回数 ６０回 １２０回 

多機関協働事業の終結実件数 ２件 ４件 

 

活動指標 令和６年度 令和７年度 

重層的支援体制整備事業の周知（出前講座） １回 １回 

重層的支援会議 開催延べ回数 10回 20回 

プラン作成件数 ５ケース 10ケース 

広報掲載、ホームページ掲載 年４回 年４回 
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Ⅲ 計画の推進体制 

１ 推進方法 

本実施計画を着実に推進していくため、年度ごとに事業の実施状況等を確認し、実施上の問題点

を的確に把握し見直しするなど、事業の円滑な実施に努めます。 

   

２ 評価と見直し 

進捗管理・評価を、「袖ケ浦市地域福祉計画策定・推進委員会」で提示し、ＰＤＣＡサイクルに基づ

いて本計画の進捗状況の評価及び改善点を明らかにし、今後の施策の充実に向けた提言をいただき

ます。 
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資料 

１ 庁内における事業の推進経過 

令和４年度 

９月２７日 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施検討会議 

会議内容 重層的支援体制整備事業を実施するにあたり庁内連携体制構築の取組

を開始するため、関係課とともに検討。 

出席者 企画政策課、財政課、市民子育て部長、保険年金課、健康推進課、子育て

支援課、保育幼稚園課、福祉部長、地域福祉課、障がい者支援課、介護保

険課、高齢者支援課、学校教育課 

１１月８日 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業検討委員会設置要綱を制定 

１２月２３日 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業検討委員会第１回部会 

会議内容 重層的支援体制整備事業移行準備事業の実施に向け事業説明 

出席者 企画政策課、保険年金課、健康推進課、子育て支援課、保育幼稚園課、地

域福祉課、障がい者支援課、介護保険課、高齢者支援課、学校教育課 

１月 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業検討委員会第２回部会（書面会議） 

２月２１日 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業第１回検討委員会 

会議内容 移行準備実施計画部会案の検討 

出席者 企画政策課長、財政課長、市民子育て部長（副委員長）、保険年金課長、

健康推進課長、子育て支援課長、保育幼稚園課長、福祉部長（委員長）、

地域福祉課長、障がい者支援課長、介護保険課長、高齢者支援課長、学

校教育課長 

３月 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業第２回検討委員会を開催（書面会議） 

３月３０日 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業移行準備事業実施計画 施行 
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令和５年度 

８月２２日 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業検討委員会第３回部会 

会議内容 部会員が人事異動により概ね変更となっており顔合わせ。事業概要、現在

の対応状況等を説明。計画及び交付金に関する意見の提出を求めた。 

出席者 企画政策課、保険年金課、健康推進課、子育て支援課、保育幼稚園課、地

域福祉課、障がい者支援課、介護保険課、高齢者支援課、学校教育課 

１０月２４日 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業第３回検討委員会 

会議内容 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施計画案の検討 

出席者 企画政策課長、財政課長、市民子育て部長（副委員長）、保険年金課長、

健康推進課長、子育て支援課長、保育幼稚園課長、福祉部長（委員長）、

地域福祉課長、障がい者支援課長、介護保険課長、高齢者支援課長、学

校教育課長、袖ケ浦市社会福祉協議会事務局次長 

１１月６日 袖ケ浦市地域福祉計画策定・推進委員会 

会議内容 袖ケ浦市重層的支援体制整備事業実施計画案の検討 

出席者 袖ケ浦市心身障がい者（児）福祉会、袖ケ浦市シニアクラブ連合会、袖ケ

浦市社会福祉施設等連絡協議会、袖ケ浦市社会福祉協議会、昭和地区

社会福祉協議会、長浦地区社会福祉協議会、蔵波地区社会福祉協議会、 

根形地区社会福祉協議会、平岡地区社会福祉協議会、中川・富岡地区社

会福祉協議会、袖ケ浦市民生委員児童委員協議会（昭和）、袖ケ浦市民

生委員児童委員協議会（長浦）、袖ケ浦市民生委員児童委員協議会（蔵

波）、袖ケ浦市民生委員児童委員協議会（東部）、袖ケ浦市民生委員児童

委員協議会（主任児童委員）、袖ケ浦市ボランティア連絡協議会、袖ケ浦

市自治連絡協議会、袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会、青

少年育成袖ケ浦市民会議、学識経験者（家庭教育）、学識経験者（子育て

関係市 P）、公募、教育関係職員（教育指導主事）、教育関係職員（生涯

学習関係職員）、袖ケ浦市福祉部長 
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２ 地域や支援関係機関との意見交換等 

袖ケ浦市地域総合支援協議会 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８９条の３に規定のある協議

会において、重層的支援体制整備事業について検討。課題が他の部署にまたがる場合であっても、ま

ずは受け止める相談支援体制を構築することや会議体の設置等に関し、重層的支援体制整備事業に

おける相談支援のあり方に関する提言書を令和５年３月２４日に市長に提出。 

袖ケ浦市社会福祉協議会役職員研修会 

   令和５年９月４日に開催された袖ケ浦市社会福祉協議会役職員研修会において、重層的支援体制

整備事業に関し研修を実施し、質疑応答を実施。 

袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会 

   令和５年９月１５日に開催された袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会第２回理事会において、重層

的支援体制整備事業の概要等の説明、質疑応答を実施。 

 


